
    令和４年 鳥取市教育委員会 12 月定例会 会議録 

１ 日  時  令和４年１２月２７日（火） １３時３０分 から 

２ 場  所  鳥取市役所本庁舎 ６階 第４会議室 

３ 出 席 者 

教育長  : 尾室 高志 

委 員 ： 藤井 喜臣 

委 員 ： 前田 哲雄 

委 員 ： 畑 千鶴乃 

委 員 ： 谷口 なおこ 

        〔事 務 局〕 

         次長兼教育総務課長：横尾 賢二 

次長兼学校教育課長：安本 雅紀 

         生涯学習・スポーツ課長：須﨑 ひとみ 

文化財課長：佐々木 敏彦  学校保健給食課長：山根 ちはる 

中央図書館長：長本 次郎  教育センター所長：安田 直人  

学校教育課参事兼指導係長：淺見 康陽 

教育総務課長補佐：小清水 晃子  

        〔傍 聴 者〕    なし 

４ 会議次第 

○行事報告及び行事予定について                    〔教育総務課〕 

【審議案件】 

（１）議案第１０号 鳥取市学校教育情報化推進計画の策定について   〔学校教育課〕 

【説明・協議事項】 

（１）令和４年鳥取市教育委員会１０大ニュースについて       〔教育総務課〕 

（２）学校計画訪問の総括について                 〔学校教育課〕 

※説明・協議事項（２）は、鳥取市教育委員会会議規則第１４条第１項に基づき、公開し 

ないこととする。 



【報告事項】    

（１）１２月市議会定例会一般質問教育長・副教育長答弁要旨について      〔各課〕 

（２）鳥取市学校給食センター整備基本計画の策定について     〔学校保健給食課〕 

（３）令和４年度通学路合同点検の結果について          〔学校保健給食課〕 

（４）新成人応援プロジェクトについて           〔生涯学習・スポーツ課〕 

（５）学校・児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症の対応について 

〔学校教育課〕 

（６）令和４年度「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に係る 

文部科学大臣表彰の決定について                〔学校教育課〕 

【先回定例会の議事録】 

【その他】 

（１） 次期定例教育委員会の開催について 

  ［ 1 月］令和 5年 1 月 31 日（火）13：30～  市役所本庁舎 ７階第２委員会室 

  ［ 2 月］令和 5年 2 月 27 日（月）13：30～     〃   ６階第４会議室  

５ 会議概要 

１４時５５分 開会 

 尾室教育長 あいさつ 

○行事報告及び行事予定について  

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

【審議案件】 

（１） 議案第１０号 鳥取市学校教育情報化推進計画の策定について 

  学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

【説明・協議事項】 

（１）令和４年鳥取市教育委員会１０大ニュースについて 

 教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

協議の結果、次の項目を１０第ニュースとすることに決定した。 

○江山学園竣工 

 ○体験的学習活動等休業日を導入 



 ○放課後児童クラブの普通教室の共用の実証実施始まる 

 ○「鳥取市学校教育情報化推進計画」の策定 

 ○「鳥取市学校給食センター整備基本計画」の策定 

 ○文化財保護のマスタープランとなる歴史文化基本構想策定 

 ○惜しまれつつサイクリングターミナルが閉館 

 ○市立図書館開館４０周年 

 ○鳥取市読書バリアフリー計画の策定 

 ○鳥取市電子図書館がスタート 

【報告事項】 

（１） １２月市議会定例会一般質問教育長・副教育長答弁要旨について 

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

【質問】 

（藤井委員） 

８ページ、９ページの不登校について、出席扱いになるかどうかですが、おそらく

市のサポートルームというのは出席扱いですよね。民間のフリースクールや県の不登

校児童生徒への自宅学習支援事業を活用する場合は出席扱いとなるのでしょうか。 

（総合教育センター所長） 

県の自宅学習支援事業は出席扱いです。フリースクールについては市の方で認定し

ている２ヵ所についてのみ出席扱いとなっています。 

（藤井委員） 

  ２ヵ所以外にも通っておられるお子さんはいるのですか。 

（総合教育センター所長） 

  はい、いらっしゃいます。文科省が示す、出席の要件を満たしているかが基準にな

りますが、これを満たしているところは現在鳥取市が認めている２ヵ所というところ

になります。 

（藤井委員） 

  出席扱いになってもならなくても卒業はできるのですよね。 

（総合教育センター所長） 

  そうですね。そういった意味においては変わりがありません。ただし、活動の内容

が異なってきます。 

（藤井委員） 

  たとえば、要件を満たしていない箇所には、こうすれば要件を満たすことが出来る

というような呼びかけをされるのですか。 

（総合教育センター所長） 

  希望されるところには、こういった要件がございますというような説明を行ってお

りますし、今現在もフリースクールを開設しようという団体がございまして、そちら



には県と市とでこういった要件を満たせば出席扱いになるという説明をさせていただ

いております。 

（藤井委員） 

  それで要件を満たされたら助成が出るというようなこともあるのでしょうか。 

（総合教育センター所長） 

  はい、ございます。 

（尾室教育長） 

  現在要件を満たしている２ヵ所以外にはどのくらいのフリースクールがあるのです

か。 

（総合教育センター所長） 

  満たしている２ヵ所を除くと、３ヵ所ほどございます。 

（尾室教育長） 

  認定するのは県の教育委員会ですか、市の教育委員会ですか。 

（総合教育センター所長） 

  市の教育委員会です。 

（尾室教育長） 

  それは文科省の条件があって、それに沿って判断するということですね。 

（総合教育センター所長） 

  はい。ガイドラインがあって、学校がその施設での学びの様子を施設といつでもや

り取りできることや、こういった活動が行われていることなどいくつか要件がござい

ます。 

（畑委員） 

３３ページにタブレット端末活用のことについてありましたが、追及１に対する答

弁で、一番下に「体育館や校外でも使用できるように」とあります。確認ですが、鳥

取市の教育情報化推進計画の中で、例えば体育館や校庭でも Wi-Fi 環境が整備される

というような方向性があるのでしょうか。 

（学校教育課長） 

  Wi-Fi ネットワークの充実をしていくということは示しておりますが、具体的にど

ういったものを設置して充実させていくかというところまでは描いておりません。 

（畑委員） 

  キャンパスＬＡＮは建物の中だけでなく様々なところで活用できる余地があればよ

いなとこの答弁を見ながら感じました。 

（尾室教育長） 

  本当は校内については整備しようとしていて、特に体育館は災害時の避難施設に使

えるので色々と検討したのですが、うまくそれがうまくかみ合わなくて、危機管理の

観点の整理か、学習面の観点の整理なのかということが今少し中途半端になっていま

す。今後の課題だと思っております。ただし、ここに書かれている移動可能なモバイ



ルルーターというのが体育館でも校庭でも使用できますので、当面はこちらで対応さ

せていただきたいと思います。今後整備していきたいとは考えております。 

（２） 鳥取市学校給食センター整備基本計画の策定について 

学校保健給食課長（資料に基づき説明する。） 

（３） 令和４年度通学路合同点検の結果について 

学校保健給食課長（資料に基づき説明する。） 

 【質問】 

（前田委員） 

  １２ページの表の見方を教えてください。点検箇所数というのは、空白の学校も出

てはいたけれど今回は点検の対象にならなかったということですか。それともそもそ

も学校から点検箇所としては報告がなかったということですか。 

（学校保健給食課長） 

  最終的な点検箇所ですので、ご要望いただいても、これまでに点検を行った箇所と

いうのは省略しますのでこの表には載っておりません。 

（４）新成人応援プロジェクトについて 

生涯学習・スポーツ課長（資料に基づき説明する。） 

 【質問】 

（藤井委員） 

  最初にパっと見ようとしたときは何から見るのが一番早いですか。 

（生涯学習・スポーツ課長） 

  今はまだ見られませんが、鳥取市のＨＰから入れるようにしますし、１８歳、１９

歳の方々には直接、こういったものができましたという文書を送付して、ＱＲコード

から入っていただくような形にしたいと思っております。 

（尾室教育長） 

  チラシはいつ頃配布予定ですか。 

（生涯学習・スポーツ課長） 

  １月に郵送する予定です。 

（５）学校・児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症の対応について

  学校教育課長（資料に基づき説明する。） 



 【質問】 

（６）令和４年度「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に係る 

文部科学大臣表彰の決定について 

  学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

 ［ 1 月］令和 5年 1 月 31 日（火）13：30～  市役所本庁舎 ７階第２委員会室 

 ［ 2 月］令和 5年 2 月 27 日（月）13：30～     〃   ６階第４会議室 

教育長  以上で１２月定例教育委員会を終了します。

閉会   １５時００分


